
新事業研究開発助成金交付要領

（趣旨）

第１条 この要領は，公益財団法人かごしま産業支援センター定款第４条第２号の規定に基づき，公

益財団法人かごしま産業支援センター（以下「センター」という。）の事業のうち，センターが，

新技術，新製品等の開発など技術高度化を志向する企業，企業の団体及び研究グループ（以下「企

業等」という。）に対し，研究開発や試作品開発等に要する経費の一部を助成する新事業研究開発

助成金（以下「助成金」という。）について，必要な事項を定める。

（助成金交付対象者）

第２条 助成金交付対象者は鹿児島県内に主たる事業所を有し，研究開発や試作品開発等行おうとす

る中小企業者等とする。

（助成の対象となる研究開発）

第３条 センターは，次の各号に掲げる事項に関する研究開発を行う企業等に対し，その経費の一

部を助成するものとする。

(1) 新技術，新製品及び試作品等の開発

(2) 生産工程の合理化及び製品の高付加価値化

(3) 地域資源の活用

(4) 社会システムの開発

(5) その他本県産業の振興に資するもの

（助成対象経費）

第４条 センターが前条の規定により交付する助成金の対象経費は，前条の各号に規定する研究開発

に要する経費であって，次の各号に掲げるもののうち，理事長が適当と認めるものとする。

(1) 原材料の購入に要する経費

(2) 構築物の購入，建造，改良，据付け又は修繕に要する経費

(3) 機械装置又は工具機械（以下「機械等」という。）の購入，試作，改良，据付け又は修繕に

要する経費

(4) 外注加工に要する経費

(5) 実験，試作等に要する経費

(6) 外部協力者による技術指導などの指導を受ける経費

(7) 情報サービス業の場合，研究開発に直接従事する者の直接人件費

(8) 前各号に掲げるもののほか，理事長が特に必要と認める経費

２ 助成金の交付対象期間は，一研究開発等につき１年を限度とし，その額は交付の対象となる経

費の３分の２以内とする。

３ 助成金の交付限度額は，一研究開発等につき３００万円を上限とする。

（助成金の交付申請）

第５条 助成金の交付を受けようとする者は，研究開発助成金交付申請書（第１－１号様式）をセン

ターに提出しなければならない。

（助成金の交付決定）

第６条 センターは，前条の規定により申請書が提出されたときは，別に定める研究開発審査委員会

（以下「審査委員会」という。）の意見を聞いて助成金の交付を決定するものとし，交付決定の通

知は研究開発助成金交付決定通知書（第１－２号様式）により行うものとする。

２ センターは，助成金の交付の決定をする場合において，助成金交付の目的を達成するために必要



があると認めるときは，条件を付することがある。

（計画変更の承認）

第７条 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は，次の各号に掲げる場合は，

計画変更承認申請書（第１－３号様式）をセンターに提出し，その承認を受けなければならない。

この場合において，センターは必要に応じ審査委員会の意見を聞くものとする。

(1) 助成金交付の対象となった研究開発（以下「助成事業」という。）の内容を著しく変更しよ

うとするとき

(2) 助成金交付の対象となった経費（以下「助成対象経費」という。）の配分等を著しく変更し

ようとするとき

(3) 前２号の著しく変更しようとする場合とは，次に定める場合以外のときとする。

ア 助成目的及び助成事業の能率に影響を及ぼさない範囲の原材料等の数量，規格の変更，機

械等の規格の変更その他助成事業の細部の変更をする場合

イ 助成事業に要する経費の配分のうち各費目区分ごとの２割以内の変更をする場合

(4) 助成事業を中止し，又は廃止しようとするとき。

２ 前項の承認を行なう場合，変更承認のみを行なう場合は変更決定通知書（第１－４号様式）によ

り，変更承認に併せて変更交付決定を行なう場合は変更交付決定通知書（第１－５号様式）により

行なうものとする。

３ センターは，前２項の承認をする場合において，必要に応じ，交付決定の内容を変更し，又新た

な条件を付すことができるものとする。

（事故の届け出）

第８条 助成事業者は，助成事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき，又は助成事業

の遂行が困難になったときは，速やかに事故届出書（第１－６号様式）をセンターに提出し，その

指示を受けなければならない。

この場合において，センターは必要に応じ審査委員会の意見を聞くものとする。

（状況報告）

第９条 センターは，必要に応じ状況報告書により，助成事業者に対し助成事業の遂行の状況につい

て報告を求めることがある。

（実績報告）

第 10 条 助成事業者は，助成事業が完了したとき（助成事業の中止の承認を受けたときを含む。）は，

速やかに実績報告書（第１－７号様式）に関係書類を添えて，センターに提出しなければならない。

（助成金の額の確定）

第 11 条 センターは，前条に規定する報告を受けた場合においては，報告書等の書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い，その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき助成金の額を確定し，当該助成事業者に交

付確定通知書（第１－８号様式）により通知するものとする。

（助成金の交付）

第 12 条 前条に規定する通知を受けた助成事業者は，助成金の交付を受けようとするときは，助成

金交付請求書（第１－９号様式）をセンターに提出しなければならない。

２ センターは，特に必要があると認めるときは，助成金の交付決定額の範囲内において，助成金を

概算払により交付することができる。

３ 前項に規定する概算払を受けようとする者は，概算払申請書（第１－１０号様式）及び助成金交

付請求書（第１－９号様式）に関係書類を添えてセンターに提出しなければならない。



（交付決定の取消し）

第 13 条 センターは，助成事業者が，助成金を他の用途に使用し，助成事業に関して助成金交付決

定の内容又はこれに付した条件その他法令等もしくはセンターの指示に違反したときは，助成金交

付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

２ 前項の規定は，助成事業について交付すべき助成金の額が確定した後においても適用があるもの

とする。

３ センターは，第１項による取消しをした場合においては速やかに当該助成事業者に通知するもの

とする。

（助成金の返還）

第 14 条 センターは，助成金の交付の決定を取消した場合において，助成事業の当該取消しに係る

部分に関し，既に助成金が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。

２ センターは，助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において，既にその額を超える

助成金が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命ずるものとする。

（加算金及び延滞金）

第 15 条 助成事業者は，第１３条第１項の規定による取消しに関し，助成金の返還を命ぜられたと

きは，その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ，当該助成金の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については，既納額を控除した額）につき年 10.95 パーセ

ントの割合で計算した加算金をセンターに納付しなければならない。

２ 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については，返還を命

ぜられた額に相当する助成金は，最後の受領の日に受領したものとし，当該返還を命ぜられた額が

その日に受領した額を超えるときは，当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞ

れの受領の日において受領したものとする。

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において，助成事業者の納付した額が

返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは，その納付額は，まず当該返還を命ぜられた助成金の

額に充てられたものとする。

４ 助成事業者は，助成金の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付しなかったときは，納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期

間については，既納付額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金をセン

ターに納付しなければならない。

５ センターは，第１項又は前項の場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，当該助

成事業者の申請により，加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

６ 助成事業者は，前項の申請をしようとする場合には，申請の内容を記載した書面に，当該助成金

の返還を遅延させないため執った措置，当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考

となるべき事項を記載した書類を添えて，センターに提出しなければならない。

（財産処分の制限）

第 16 条 助成事業者は，助成事業により取得した財産であって取得価格が 50 万円以上のものを処分

しようとするときは，財産処分承認申請書（第１－１１号様式）をセンターに提出し，その承認を

受けなければならない。

ただし，当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定

める期間を経過した場合又は第 15 条及び第 22 条の規定により助成金の全部に相当する額を返還す

る場合はこの限りでない。

２ 前項の承認申請があった場合，センターは財産処分決定通知書（第１－１２号様式）により通知



を行なうものとする。

３ 助成事業者は，第１項に規定する承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったとき

は，別に定めるところによりセンターにその収入の全部又は一部に相当する金額を納付しなければ

ならない。

（企業化状況報告等）

第 17 条 助成事業者は，助成事業の実施成果の企業化に努めなければならない。

２ 助成事業者は，実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から５年間，毎年当該助成事業の

実施成果の企業化の状況についての企業化状況報告書（第１－１３号様式）をセンターに提出しな

ければならない。

３ 前項の企業化状況報告書の提出は，助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間，毎

会計年度終了後２０日以内に行なわなければならない。

（知的財産権等に関する届出）

第 18 条 本事業に係る研究開発を実施することにより特許権等の知的財産権が発生した場合，その

帰属先は，以下の項目を遵守することを条件に，原則として助成事業者とする。

(1) 知的財産権に関して出願及び申請の手続きを行った場合，遅滞なくセンターに報告すること

(2) センターが公共の利益のために特に必要があるとして要請する場合，センターに対し，当該知

的財産権を無償で利用する権利を許諾すること

(3) 当該知的財産権を県内において相当期間活用しておらず，かつ，正当な理由がない場合，セン

ターが特に必要があるとして要請するとき，第三者への実施許諾を行うこと

２ 前項の規定にかかわらず，第 10 条に規定する実績報告に係る納入物の著作権は，ソフトウェア

等の著作権を除きすべてセンターに帰属するものとする。

（収益納付）

第 19 条 センターは，企業化状況報告書により，助成事業者が当該助成事業の実施成果の企業化，

工業所有権の譲渡又は実施権の設定及びその他当該助成事業の実施成果の他への供与により相当の

収益が生じたと認められるときは，助成事業者に対し交付した助成金の全部又は一部に相当する金

額を納付させることがある。

（証拠書類の保管）

第 20 条 助成事業者は，助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，かつ，当該収入及

び支出に係る証拠書類を，助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければ

ならない。

（その他）

第 21 条 この要領に定めるもののほか，この要領の施行について必要な事項は，別に定める。

附則

この要領は,平成２４年４月１日から施行する。

この要領は,平成２７年４月１日から施行する。


